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抄録：目的：本研究は若年性認知症を有する従業員の就
労継続に関する事業場の認識を明らかにすることを目的
とした．対象と方法：A県内の労働者50人以上の全事業
場1,293施設に郵送法による無記名自記式質問紙調査を実
施した．調査項目は事業場の基本属性，事業場内での従
業員が利用可能な制度，職場内の連携，若年性認知症に
関する認識，若年性認知症を有する従業員の就労継続の
可能性（以下：就労継続の可能性）とした．就労継続の
可能性の高低と，基本属性，従業員が利用できる制度，
職場内の連携，若年性認知症に関する認識と対応の関連
を分析した．結果：357の事業場から回答があり，有効回
答273を分析に用いた．就労継続の可能性が高いと回答し
た事業場は133施設（48.7％），若年性認知症について
「知っている」と回答したのは135施設（49.5％）であっ
た．若年性認知症を有する従業員に対する対応の検討，
管理職もしくは従業員への研修，資料周知の実施，研修
予定ありはいずれも10％に満たなかった．就労継続の可
能性に関連する要因は，従業員数が「100人以上」
（p＝.015，100人未満に対するオッズ比2.02），治療中また
は雇用障害者の従業員が利用できる制度の有（p＝.011，
無に対するオッズ比2.22），産業保健スタッフとの連携対
応の有（p＝.004，無に対するオッズ比2.16）であった．
考察と結論：事業場を対象として若年性認知症に関する
研修や十分な情報提供を行う必要があることが示唆され

た．特に小規模事業場では，事業場が利用できる制度を
活用できるような外部支援が必要であると考える．
（産衛誌 2020; 62（3）: 127–135）
doi: 10.1539/sangyoeisei.2018-043-E
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Ⅰ．はじめに

　近年，職場復帰を目指し治療を受ける労働者や，治療
を受けながら就労する労働者が増加している1）．疾病を
持つ多くの労働者は就労継続を希望しており，疾病を抱
える労働者が働き続けることができる職場づくりを目指
して，厚生労働省は治療と仕事の両立に関するガイドラ
インを策定し取り組みを開始した2）．また，障害者雇用
促進法では，事業主に対し，常時雇用する従業員の一定
割合以上の障害者を雇うことを義務付けており，事業場
も疾病を持つ就労者の就労継続支援や障害者・中途障害
者の雇用確保と就労支援の役割を担っている．しかし，
疾病を持つ就労者は就労可能な健康状態である場合でも，
事業場における配慮などの環境整備が十分でないことか
ら，復職・継続就労が困難な場合が少なくない2）．また，
障害者・中途障害者は過度な配慮や先入観により就労可
能な状態であっても，退職の勧奨，閑職に異動させられ
るなどの傾向があると指摘されている3）．
　中途障害の原因となり，近年報告がされるようになっ
た疾患に若年性認知症がある．わが国の若年性認知症者
数は，37,754人（18歳～64歳の人口総数の0.05％）と推計
されている4）．若年性認知症者は，診断後80％が休職し
退職に至っているとの報告がなされている5）．個々の事
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業場にとっては経験することが少なく，事例が発生した
時に戸惑い，苦慮していることが予想される．なお，若
年性認知症施策の強化が認知症施策推進総合戦略（新オ
レンジプラン）の柱の一つと位置づけられ6） 地域におけ
る若年性認知症に関連する対策が示され自治体が中心と
なり取り組んでいるが，事業場における対策は示されて
いない．
　若年性認知症の従業員の就労状況に関しては，日本医
師会認定産業医への調査7），就労事例を抽出するための
事業場への調査8），一県内の事業場への実態調査報告書9） 

があり，退職時の年齢，若年性認知症診断後の事業場内
の対応，退職理由などが，わずかであるが明らかになっ
ている．しかし，従業員が若年性認知症を発症した場合
の就労継続の可能性に関する事業所の意識は調査されて
いない．今後，若年性認知症者の就労継続支援体制を整
備するためには，事業所の意識や体制の現状について明
らかにする必要がある．
　そこで本研究では，一県の50人以上の全事業所を対象
に，従業員が若年性認知症を発症した場合の就労継続支援
の可能性（以下，就労継続の可能性）を調査し，事業所規
模や保有する仕組みや制度等との関連を明らかにした．

Ⅱ．方　法

　研究デザインは横断研究である．

1．対象と調査方法
　郵送による自記式質問紙調査を実施した．A県産業保
健総合支援センターの協力を得て，A県内の労働者50人
以上の1,293全事業場を対象とし，事業主宛の依頼文と調
査票一式を郵送した．事業場が調査に協力できる場合は，
従業員の就労支援状況を把握している回答者の選定と調
査票への記入を依頼した．調査票の回収も郵送により
行った．
　調査は2017年 2月～ 5月に実施した．2017年 2月に調
査票を送付し， 4月に督促葉書を送付した．いずれも返
送期間は 1ヶ月とした．

2．調査項目
1） 基本属性として，回答者の職種，事業場の規模，事
業場の業種，従業員数，従業員の平均年齢，雇用障
害者の有無と有の場合の人数，産業保健スタッフ選
任の有無について尋ねた．

2） 従業員が利用できる制度と職場内の連携として，従
業員が心身の変調をきたした際に直属の上司と人事
部門との相談できる関係の有無，またはその際の産
業保健スタッフと連携した対応実施の有無，治療中
又は雇用障害者の従業員が利用できる制度（療養休

暇制度，短時間勤務，時間帯の有給休暇等）につい
て尋ねた．

3） 若年性認知症に関する認識，事業場内での対策とし
て，若年性認知症の認知の程度，事業場内での若年
性認知症についての検討の有無，管理職もしくは従
業員への若年性認知症に関する研修，資料周知の有
無，若年性認知症についての研修（外部・内部含
む）予定の有無，若年性認知症者を雇用時に事業場
が利用できる制度（障害者雇用調整金，在宅就業障
害者特例調整金，障害者雇用給付制度に基づく助成
金）の認知，若年性認知症者が利用できる施設名・
支援サービス名（地域包括支援センター，認知症疾
患医療センター，保健所，若年性認知症コールセン
ター，公共職業安定所，ジョブコーチ，若年性認知
症支援コーディネーター）の認知について尋ねた．

4）若年性認知症を有する従業員の就労支援の可能性
　従業員が若年性認知症を発症した場合の就労継続
の可能性が高いか低いかを尋ねた．また，若年性認
知症または認知機能低下を伴う従業員の雇用経験の
有無について尋ねた．就労継続のために事業場が必
要と考える支援については選択肢を18項目あげ，複
数選択による回答を求めた．

3．分析方法
　各項目について単純集計を行った．就労継続の可能性
の高低で 2群に分け，事業場の基本属性，従業員が利用
できる制度と職場内の連携，若年性認知症に関する認識，
若年性認知症を有する従業員の就労支援について，χ2 検
定，Fisherの正確性検定のいずれかを用いて分析した．ま
た，事業場の業種，従業員数と若年性認知症に対する対
策の関係について，χ2 検定，Fisherの正確性検定のいず
れかを用いて分析した．業種はホワイトカラー（教育・
研究，金融業，商業，保健衛生業）とブルーカラー（運
輸交通，貨物取扱，建設，水産，農業，製造，清掃・と
畜，接客・娯楽，通信，その他）で，従業員数は100人未
満と以上で，平均年齢が40代未満か以上で 2群とした．
治療中または雇用障害者の従業員が利用できる制度は 1
つ以上ある場合に「あり」，若年性認知症者を雇用時に事
業場が利用できる制度，若年性認知症者が利用できる施
設名・支援サービス名は 1つ以上知っている場合に「あ
り」とした．さらに，就労継続の可能性を従属変数と
し，χ2 検定，Fisherの正確性検定のいずれかで統計的に
有意であった変数と，事業場の今後の研修予定，若年性
認知症者が利用できる施設名・支援名の認知，若年性認
知症に対する現在の対応を独立変数として，多重共線性
を確認し，二項ロジステイック回帰分析（強制投入法）
を用いて就労継続の可能性に関連する要因の検討を行っ
た．若年性認知症に対する現在の対応は，事業場内での
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若年性認知症への対応の検討，管理職・従業員への若年
性認知症に関する研修会，資料周知，いずれかひとつあ
れば「あり」として投入した．
　統計解析には SPSS ver.22（IBM社製）を使用した．有
意確率は 5％未満とした．

4．倫理的配慮
　本研究は，金沢大学医学倫理審査委員会の承認を得て
実施した（承認番号：749-1）．匿名であり事業場が特定
されないこと，質問紙への回答をもって同意が得られた
ものとすることを文書で説明した．

Ⅲ．結　果

1．調査票回収状況
　調査票の回収数は357（回収率27.6％）であり，就労継
続の可能性，事業場の規模・業種，従業員数，若年性認
知症の認識など主要な分析項目について記入があった273

を分析対象とした（有効回答率76.4％）．従業員数100人
未満の事業場は配布数572回収数142（回収率24.8％），
100人以上の事業場では配布数721，回収数213（回収率
29.6％）であった．

2．事業場の状況
1）事業場の基本属性
　回答のあった事業場の業種は製造業が85（31.2％），次
いで保健衛生業51（18.8％）であった．従業員数は50–99
人が120（44.0％），次いで100–299人98（35.9％）であっ
た（表 1）．本社・本社工場は162（59.3％），従業員の平
均年齢が40歳以上は201（78.1％）であった（表 2）．

2）若年性認知症に関する事業場の状況と就労継続の可
能性
　就労継続の可能性が高いと回答したのは133事業場
（48.7％）であった（表 2）．事業場の状況と就労継続の
可能性を比較したところ，就労継続の可能性の高い群は
低い群に比べて，従業員が100人以上の事業場の割合が有

表 1．基本属性
N＝273

n ％
回答者の概要

衛生管理者 140 51.9
人事担当者 103 38.1
産業医 1 0.4
保健師・看護師 7 2.6
その他（カウンセラー・相談員等） 19 7.0

事業所の業種
製造業 85 31.1
保健衛生業 51 18.7
商業 32 11.7
運輸交通業 13 4.8
建設業 13 4.8
接客・娯楽業 13 4.8
清掃・と畜業 11 4.0
教育・研究業 10 3.7
通信業 9 3.3
金融業 8 2.9
貨物取扱業 3 1.1
農水産業 2 0.8
その他 23 8.4

従業員数
1–49人 28 10.3
50–99人 120 44.0
100–299人 98 35.9
300–499人 14 5.1
500–999人 12 4.4
1,000人以上 1 0.4

無回答を除く
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表 2．若年性認知症に関する事業所の状況と就労継続の可能性
全体 就労継続の可能性

n＝273 低い　n＝140 高い　n＝133

n （％） n （％） n （％） p-value

事業所の状況 事業所の規模
本社・本社工場 162 （59.3） 80 （57.1） 82 （61.7） .448

本社以外 111 （40.7） 51 （42.9） 51 （38.3）
業種

ホワイトカラー 106 （38.8） 54 （38.6） 52 （39.1） .929

ブルーカラー 167 （61.2） 86 （61.4） 81 （60.9）
従業員数

100人未満 148 （54.2） 89 （63.6） 59 （44.4） .001 **

100人以上 125 （45.8） 51 （36.4） 74 （55.6）
平均年齢

40歳未満 58 （21.9） 30 （21.9） 28 （21.9） .996

40歳以上 207 （78.1） 107 （78.1） 100 （78.1）
障害者雇用

あり 181 （66.3） 82 （58.6） 99 （74.4） .006 **

なし 92 （33.7） 58 （41.4） 34 （25.6）
産業保健スタッフの選任

あり 239 （89.5） 119 （88.1） 120 （90.9） .462

なし 28 （10.5） 16 （11.9） 12 （9.1）
事業所の環境と体制 治療中・雇用障害者の従業員が利用できる

制度 あり（ 1つ以上） 200 （73.3） 90 （64.3） 110 （82.7） .001 **

なし 73 （26.7） 50 （35.7） 23 （17.3）
従業員が心身の変調をきたした際に直属の
上司と人事部門と相談のできる関係 ある 209 （76.6） 107 （76.4） 102 （76.7） .959

ない・どちらともいえない 64 （23.4） 33 （23.6） 31 （23.3）
従業員が心身の変調をきたした際に産業保
健スタッフと連携した対応 ある 159 （58.2） 66 （47.1） 93 （69.9） ＜.001 ***

ない・どちらともいえない 114 （41.8） 74 （52.9） 40 （30.1）
若年性認知症に対す
る認識と対策

若年性認知症ついて
知っている 135 （49.5） 72 （51.4） 63 （47.4） .502

知らない・知っているが理
解していない 138 （50.5） 68 （48.6） 70 （52.6）

事業所内での若年性認知症についての検討
あり 5 （1.8） 3 （2.1） 2 （1.5） .701 †

なし 267 （98.2） 137 （97.9） 130 （98.5）
管理職への若年性認知症についての研修・
資料　周知 行っている 14 （5.1） 5 （3.6） 9 （6.8） .232 †

行っていない 259 （94.9） 135 （96.4） 124 （93.2）
従業員への若年性認知症についての研修・
資料　周知 行っている 13 （4.8） 5 （3.6） 8 （6.0） .350 †

行っていない 259 （95.2） 134 （96.4） 125 （94.0）
若年性認知症についての研修（外部・内部
含む）予定 あり 24 （8.8） 8 （5.7） 16 （12.0） .065

なし 249 （91.2） 132 （94.3） 117 （88.0）
若年性認知症者を雇用時に事業所が利用可
能な制度 知っている（ 1つ以上） 133 （48.7） 60 （42.9） 73 （54.9） .047 *

知らない 140 （51.3） 80 （57.1） 60 （45.1）
若年性認知症者が利用できる施設名・支援
サービス名 知っている（ 1つ以上） 106 （38.8） 52 （37.1） 54 （40.6） .558

知らない 167 （61.2） 88 （62.9） 79 （59.4）

χ2 検定，†: Fisherの正確性検定
*: p＜.05, **: p＜.01, ***: p＜.001
無回答を除く
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意に高く（p＝.001），障害者雇用ありの事業場割合も有
意に高かった（p＝.006）．事業場の規模，男女比，業種，
産業保健スタッフの選任の有無は就労継続の可能性との
間に有意差はなかった．
　事業場の環境と体制と就労継続の可能性を比較したと
ころ，就労継続の可能性が高い群は低い群に比べて，治
療中・雇用障害者の利用できる制度が「ある（ 1 つ以
上）」と回答した割合が有意に高く（p＝.001），産業保健
スタッフとの連携が「ある」と回答した割合が有意に高
かった（p<.001）．
　若年性認知症に対する認識・対策と若年性認知症の就
労継続の可能性を比較したところ，若年性認知症につい
て「知っている」が135事業場（49.5％），「知らない・聞
いたことはあるが理解はしていない」が138事業場
（50.5％）であった．事業場内での若年性認知症について
検討ありは 5事業場（1.8％），若年性認知症に関する研
修・資料提示などの管理職への実施は14事業場（5.1％），
従業員への実施は13事業場（4.8％）であった．若年性認
知症についての現在の対応として，検討や管理職や従業
員に研修等を 1つでも行っていたのは19事業場（7.0％）
であった． 就労継続の可能性が低い群は高い群と比べて，
若年性認知症者を雇用時に事業場が利用可能な制度を 1
つ以上「知っている」と回答した割合が有意に低かった
（p＝.047）．
　さらに，従業員数を若年性認知症に対する事業場の対
応と比較したところ，若年性認知症者を雇用時に事業場

が利用可能な制度を 1つ以上「知っている」割合は， 100
人以上の事業場57.6％に比べ，従業員100人未満の事業場
は41.2％であり有意に低かった（p＝.007）．また，業種で
は，管理職への研修・資料の周知を行っている割合は，
ホワイトカラーの事業場9.4％に比べ，ブルーカラーの事
業場は2.4％であり有意に低かった（p＝.021）．従業員へ
の研修・資料の周知を行っている割合についても，管理
職と同様にホワイトカラーの事業場10.4％に比べ，ブ
ルーカラーの事業場は1.2％であり有意に低かった
（p＝.001）．
　若年性認知症または認知機能低下を伴う従業員がいた
のは 7事業場（2.6％）であった．これら 7事業場とそれ
以外の事業場において，事業場の状況，事業場の環境と
体制，認識と対策との間に有意差はなかった．また，研
修や資料掲示の実施や予定は，ほとんどの事業場がなし
との回答であった．

3）就労継続のために若年性認知症を有する従業員に必
要と思われる支援
　事業場が必要と考える支援は，「家族の協力（通勤・就
業中）」が213事業場（78.0％）であり，次いで「上司・
同僚の理解」が183事業場（67.0％）であった．「早期発
見」は180事業場（65.9％），「業務変更・配置転換」が
168事業場（61.5％）であった．公的支援としての「人的
支援（ジョブコーチ等）の拡充」を回答したのは70事業
場（25.6％）であった（表 3）．

表 3．事業所が考える若年性認知症を有する従業員に必要と思われる支援
N＝273（複数回答）

n ％

本人の努力・
家族の協力

家族の協力（通勤・就業中） 213 78.0
早期発見 180 65.9
作業能力・適正に関する情報提供 146 53.5

社内支援 上司・同僚の理解 183 67.0
業務変更・配置転換 168 61.5
主治医と家族，上司の連携 155 56.8
社内における支援体制の整備 137 50.2
安全・事故対策等の環境整備 115 42.1
産業医の適切な指示 102 37.4
新たな職務の創出 88 32.2
産業保健スタッフのとの連携 69 25.3
上司が受診に同行 19 7.0

公的支援 人的支援（ジョブコーチ支援等）の拡充 70 25.6
事業所・本人への各種助成金やサービスに関する情報提供 63 23.1
事業所への各種助成金の拡充 57 20.9
相談窓口の拡充 54 19.8
本人への税制面の支援措置 43 15.8
定年退職直前，有給休暇等の利用 24 8.8
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4）就労継続の可能性に関連する要因
　就労継続の可能性と有意な関連がみられたのは，従業
員数「100人未満」，「100人以上」（p＝.015，オッズ比
2.02），治療中または雇用障害者の従業員が利用できる制
度の有無（p＝.011，オッズ比2.22），従業員が心身の変調
をきたした際に産業保健スタッフと連携した対応実施の
有無（p＝.004，オッズ比2.16）であった．判別的中率は
64.1％であった（表 4）．

Ⅳ．考　察

　本調査の結果，回答事業場のうち48.7％は就労継続可
能性が高いと判断していた．なお本調査では，若年性認
知症を有する従業員の雇用を経験した事業場は2.6％と少
なかった．就労継続の可能性は従業員数が100人以上は
100人未満に比べて有意に高かった．職域における中途障
害の実態調査において，事業場規模別と産業医・産業保
健師による事業場内の健康管理との関連では，事業場規
模が大きくなるほど配慮ありの割合が高いことが報告さ
れており10），若年性認知症についても同様であると考え
る．
　本調査に回答した事業場が考える就労を継続するため
に必要と思われる支援では，社内支援で業務転換・配置
転換が 6割以上，新たな職務の創出は 3割を超えており，
診断後も就労を継続できる可能性が推測された．これら

の対応は事業場の規模や，事業場の業務内容により異な
る可能性があるが，従業員が若年性認知症となった場合
の支援が可能となるよう，具体的な検討を行うことが望
まれる．
　また，従業員が心身の変調をきたした際の産業保健ス
タッフとの連携の有無についても就労継続の可能性と関
連があった．事業場が就労を継続するために必要と考え
る支援では，家族の協力及び主治医と家族・上司の連携
が必要であること，上司・同僚の理解，業務変更や配置
転換が必要であることが回答の上位を占めた．産業保健
スタッフが連携をするためには，産業医をはじめスタッ
フの若年性認知症への理解が必要である．若年性認知症
者383人のうち，発症時に仕事についていた者は約 6割お
り，症状に気づいた人として職場の仲間や上司という報
告がある11）．しかし現状では障害者雇用対策，メンタル
ヘルス対策など，対応するべき問題が多く全てに十分な
知識を持つことが難しいことが報告されており12），この
ような状況の中で産業保健スタッフの理解を高めるため
には組織的な研修を計画することが求められる．藤本は，
若年性認知症を発症しても出来る仕事はあり，退職まで
職場や本人の負担を軽減するには産業医の力が必要であ
る13） と述べており，産業医を中心とした支援体制作りが
必要であるとの示唆が得られた．
　治療中または雇用障害者の従業員が利用できる制度が
あることも就労継続の可能性と関連していた．若年性認

表 4．事業所において若年性認知症を有する従業員が就労を継続できる可能性に関連する要因
N＝273

95％信頼区間

偏回帰係数 オッズ比 下側 上側 p-value

従業員数
　　100人未満／100人以上 .702 2.02 1.148 3.551 .015 *

従業員が心身の変調をきたした際に産業保健スタッフと連
携した対応
　　なし・どちらともいえない／あり

.770 2.16 1.271 3.669 .004 **

治療中・雇用障害者の従業員が利用できる制度
　　なし／あり（ 1つ以上） .798 2.22 1.201 4.104 .011 *

若年性認知症に関する今後の研修予定
　　なし／あり .652 1.91 0.740 4.981 .180

若年性認知症者を雇用時に事業所が利用可能な制度の認知
　　なし／あり .308 1.36 0.812 2.280 .243

障害者雇用
　　なし／あり .277 1.32 0.728 2.388 .361

若年性認知症に対する現在の対応（検討，管理職・従業員
への研修や資料提示）　　なし／あり -.283 0.75 0.269 2.114 .591

二項ロジスティック回帰分析（強制投入法）
*p＜.05, **p＜.01
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知症は進行性疾患であるため，発症前と同じ条件での就
労継続は難しいが，雇用形態や業務内容を変更して雇用
を維持しているという報告がある5）．このように雇用を
維持するには，事業場が利用可能な制度や支援に関する
情報を持つこと，知っていることが重要である14）．特に
規模が小さい事業場では「事業場の支援に対する支援」9）

が受けられ，事業場が利用可能な制度を活用できるよう
に，事業場を対象とした研修や十分な情報提供を行う必
要があると考えられた．
　本調査で回答のあった事業場において，若年性認知症
を有する従業員に対する対応の検討，管理職もしくは従
業員への研修，資料周知の実施，研修予定ありはいずれ
も10％に満たず，若年性認知症に対する知識の普及や就
労が継続できる支援体制の整備はほとんど行われていな
かった．若年性認知症について知っていると回答した事
業場は49.5％であり，滋賀県調査の72.9％9） と比較し低
かったが，滋賀県では平成24年から事業場対象の個別研
修が実施されている15） ことによるものと考えられ，事業
場での管理職や従業員への研修プログラムの構築が必要
であると考える．
　江口らによる難病患者の就労受け入れに関する調査で
は，難病患者と一緒に働いた経験がある労働者は，難病
を持った同僚が制約のある働き方をすることを受け入れ
ている10）．産業保健総合支援センターや障害者職業セン
ターなどの研修において，若年性認知症の従業員への事
業場の対応事例を共有し，対策を考える機会を作ること
が必要であると考える．

Ⅴ．研究の限界と今後の課題

　本研究は一県における若年性認知症を有する従業員に
対する事業場の認識であり，結果を全ての都道府県に反
映することはできない．回収率が高くなかったことから，
若年性認知症に対する関心が高い事業場が回答した可能
性が考えられ，就労継続の可能性や事業場内での対応の
状況はさらに低いと推察される．また，若年性認知症を
有する従業員を経験した事業所がわずかであったことか
ら，回答者が若年性認知症を理解しているかどうかが回
答に影響した可能性，メンタルヘルス問題などの一般的
な両立をイメージして回答した可能性が考えられる．今
後，若年性認知症に関する研修実施によって理解が進ん
だ状況での認識や対応の実態，雇用経験のある事業場で
の就労継続支援について具体的な実態を明らかにする必
要がある．

Ⅵ．結　語

　若年性認知症の従業員の就労継続の可能性が高いと回

答したのは133事業場（48.7％）であった．若年性認知症
を有する従業員の就労継続の可能性に関連する要因は，
従業員数，治療中または雇用障害者の従業員が利用でき
る制度，従業員が心身の変調をきたした際に産業保健ス
タッフと連携した対応の実施であった．事業場が若年性
認知症について理解し，利用可能な制度を活用できるよ
うに，事業場を対象とした研修や情報提供を行う必要が
あると考える．
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Workplace preparedness and recognition of the continued employment of employees 
with early onset dementia
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Abstract: Objectives: This study aimed to clarify workplace recognition regarding working continuation of employees with early onset 
dementia. Methods: An anonymous self-administrated questionnaire was emailed to a prefecture consisting of 1,293 workplaces with 
50 or more employees. Survey items assessed demographics, workplace regulations supporting employees, coworker acceptance of 
employees with early onset dementia, and recognition and dealing with employees with early onset dementia. The possibility of employ-
ees with early onset dementia continuing work was compared for demographics, workplace regulations supporting employees, and 
cooperation in the workplace. Results: Responses were received from 375 workplaces, and 273 valid responses were analyzed. In total, 
133 workplaces (48.7%) answered that there was a high possibility of continuing employment for employees with early onset dementia 
and 135 workplaces (49.5%) were aware of early onset dementia. Less than 10% of workplaces reported examination of managing 
employees with early onset dementia, implementation/planning of training and information dissemination to managers or employees. 
Factors related to the possibility of continuing employment were number of employees (< 100, p = .015, odds ratio = 2.02), workplace 
regulations supporting employees with early onset dementia (p = .011, odds ratio = 2.22), and workplace coordination with occupational 
health staff (p = .004, odds ratio = 2.16). Conclusions: There is a general need for training and information regarding early onset 
dementia in the workplace. For smaller companies, external advice and support in providing systems suitable to each workplace is 
necessary.
(Sangyo Eiseigaku Zasshi 2020; 62: 127–135)




